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名古屋市認知症高齢者グループホーム居住費助成について 

 名古屋市では、平成 30 年 1 月より、新たに「名古屋市認知症高齢者グループホー

ム居住費助成制度」を開始します。この制度の概要、助成の流れ等については次のと

おりですのでご確認いただき、本制度の円滑な実施に向けてご協力いただきますよう

お願いします。 

１ 概要 

認知症高齢者グループホームには、介護保険の負担限度額（居住費等の補足給

付）のような低所得者のための負担軽減策がないことから、認知症高齢者グループ

ホームに入居する低所得者に対して、本市独自の制度として居住費の一部助成を開

始します。 

２ 助成対象者 

本制度の対象になるのは、名古屋市の被保険者で、認知症高齢者グループホーム

を利用している、以下の①～③のすべての要件に該当する方です。 

所得要件 

①市町村民税非課税世帯で、②本人の前年の合計所得金額と公的年金

等の収入額及び非課税年金収入額の合計が 80 万円以下であること 

※別世帯に配偶者がいる場合は、その配偶者も市町村民税非課税であ

ること 

資産要件 
③預貯金等が一定額以下（単身で 1,000 万円、夫婦で 2,000 万円）で

あること 

３ 助成費 

助成対象者が負担する居住費（家賃・光熱水費）について、月額 20,000 円を上限

に助成費を支給します。グループホームの利用日数が１か月に満たない場合等につ

いては、助成費は日割り計算をします。 

４ 開始時期 

 平成 30 年 1 月より、本制度を開始します(※)。ただし、助成対象者の認定申請は

平成29年 11月より、認定申請に対する決定及び助成認定証の交付は同年12月より、

順次開始します。 

※平成 30 年 1 月分以降の居住費に対して助成をするものです。 
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５ 助成の方法 

 助成の方法は、原則として現物給付方式となります。 

 事業者の方は、助成対象者から助成認定証の提示があった場合は、居住費等を徴収

する際にあらかじめ本制度による助成費分を差し引いた金額を対象者から徴収し、サ

ービス提供月の翌月末日までに助成費の支給申請書を名古屋市へ提出してください。 

名古屋市は、事業者から提出された支給申請書および国保連合会給付実績等より助

成対象者のグループホーム利用日数を確認し、サービス提供月の 2か月後（国保連審

査の翌月）に事業者の指定する口座に助成費を振り込みます。 

助成認定証見本 

なお、助成対象者が介護保険料滞納により、支払い方法の変更の措置（償還払い化）

を受けている場合については、現物給付にはなりませんのでご注意ください（この場

合、事業者は助成費を差し引く前の居住費等を助成対象者から徴収してください。助

成費は、助成対象者が名古屋市へ支給申請をすることにより、助成対象者に直接支払

われます。） 

また、次の場合は助成の対象になりませんので注意してください。 

・生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている期間。

・介護保険料の滞納により給付額減額措置を受けている期間。 

(注)介護保険料滞納による支払い方法の変更の措置、給付額減額措置を受ける場合は、

その旨が介護保険被保険者証に記載されます。 

○証は黄色を予定しています。 

○助成認定証は毎月必ず確認をしてく

ださい（所得更正や世帯異動により助成

対象外となる可能性があるため）。あわ

せて、適用年月日、有効期限についても

確認をしてください。 

○助成認定証の有効期限は、原則、7月

末となり、毎年、更新申請が必要です。 
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６ 助成費の計算方法 

 月額 20,000 円を上限として助成をします。ただし、居住費の１か月あたりの利用

者負担額が 20,000 円に満たない場合は、かかった費用の実費相当分を助成します。 

また、月途中にグループホームに入居・退去した場合や、入院などにより利用日数

が 1か月に満たない場合は、日割りにより助成費を計算します。 

具体的な計算例 

例 
契約形態

※１ 
居住費の額 

日数 

※２ 
助成額 

１ 月額 
家賃 50,000 円/月 

光熱水費 10,000 円/月 
30 日 20,000 円（上限） 

２ 月額 
家賃 50,000 円/月 

光熱水費 10,000 円/月 
7 日 

(50,000 円+10,000 円)÷30 日×

7日 ⇒ 14,000 円 

３ 日額 
家賃 1,500 円/日 

光熱水費 500 円/日 
25 日 

（1,500 円+500 円）×25 日 

⇒ 20,000 円（上限） 

４ 日額 
家賃 1,500 円/日 

光熱水費 500 円/日 
5 日 

（1,500 円+500 円）×5日 

⇒ 10,000 円 

５ 

家賃と光

熱水費が

異なる 

家賃 50,000 円/月 

光熱水費 500 円/日 
5 日 

（50,000 円+500 円×30.4(日)）

÷30 日×5日 ⇒ 10,866 円 

※３ 

６ 

家賃と光

熱水費が

異なる 

家賃 1,500/日 

光熱水費 10,000 円/月 
5 日 

（1,500 円×30.4(日)+10,000

円）÷30 日×5日 ⇒ 9,266 円

※３ 

※１ 事業者と利用者との居住費に係る契約形態を言います。 

※２ 当該月において、グループホームを利用した日数をいいます。（この表では 30

日の月を想定しています。） 

※３ 家賃と光熱水費の月額、日額が異なる場合は、日額設定としている方に

「30.4(日)」を乗じた金額（端数切捨て）と月額設定の方を足した合計額を月額

の居住費として計算します。 

※ 日割り計算による助成費の端数は切り捨てます。 
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７ 助成費支払いまでの流れ 

サービス提供から、助成費の支払いまでの流れは以下のとおりです。 

①認定申請（助成対象者） 

助成対象者は、住所地の区役所福祉課または支所区民福祉課へ認定申請を行い、

助成認定証の交付を受けます。事業者による申請書等の提出は可能です（申請者名

は助成対象者本人の名前であることが必要）。認定申請の際、資産要件が確認でき

る書類等とあわせて、「名古屋市認知症高齢者グループホーム家賃等利用者負担額

確認書」を提出します。 

   家賃等利用者負担額確認書のうち、居住費金額については事業者が記載し、事業

者名の記載・押印等が必要です。また、居住費金額に変更がある場合、助成認定証

の更新時には、その都度、家賃等利用者負担額確認書の提出が必要です。別添１

②口座振替依頼書の提出（事業者） 別添２

助成費の支払いは現物給付により事業者(法人)の口座へ振り込むため、「口座振

替依頼書」をあらかじめ名古屋市介護保険課へ提出します。 

※事業者（法人）の口座ではなく、事業所（施設）の口座等に助成費を振り込む

場合は、あわせて「委任状」の提出が必要です。 別添３

③サービスの提供（事業者） 

事業者は助成対象者にサービス提供を行い、助成費分を差し引いた助成費等を

③サービス提供
（３月２５日頃）

（３月２５日頃）

（２月１０日まで） 介護報酬支払い

（２月末日まで）

助成の現物給付

２月 ３月

グループホーム
事業者

国保連合会

（市役所）

（区役所・支所）

保険者(名古屋市）

助成対象者

～１２月 １月

①認定申請書、

家賃等確認書

②口座振替依頼書

(委任状)

④介護

給付費

請求書
⑤助成費支

給申請書

⑥助成費の支払

い及びお知らせの

送付

認定証の交付
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助成対象者から徴収します。 

※助成対象者あての請求書・領収書には、居住費助成分を差し引いて徴収してい

ることがわかるよう、記載をしてください。 

④介護報酬の請求（事業者） 

事業者は、サービス提供の翌月１０日までに国保連合会へ（介護予防）認知症対

応型共同生活介護サービス費を請求します。 

事業者の国保連合会への請求方法に変更はありませんが、給付費明細書「入居実

日数欄」をもとに居住費の計算をしますので、誤りのないよう正確な日数を記載し

てください（入居実日数には、外泊期間や入院期間（入退院日は除く）は含みませ

ん）。 

⑤助成費の請求(事業者) 

事業者は、サービス提供月の翌月末日までに名古屋市介護保険課へ「名古屋市認

知症高齢者グループホーム居住費助成費支給申請書」を提出します（郵送可）。支給

申請書は事業所単位で作成してください。別添４

  要介護認定更新申請等により月遅れ請求を行う場合は、介護報酬の請求を行う月

にあわせて、支給申請書を提出してください。 

⑥助成費の支払い（名古屋市介護保険課） 

名古屋市は、事業者から提出された支給申請書及び助成対象者の給付実績（利用

日数等）を確認し、支給するべき助成費があれば、事業者の口座に振り込みます。

あわせて、事業者あて「支払いのお知らせ」を送付します。 

助成費の支払い時期は、国保連合会へ介護報酬を請求し、市介護保険課へ助成費

支給申請書を提出した翌月の２５日（休庁日の場合は翌開庁日）になります。いず

れか一方のみの提出では、助成費は支払われませんので注意してください。 

※注意点１ 介護給付費の請求取下げについて 

  事業者が国保連合会へ給付費の請求取下げを行った場合、助成費の返還が必要か

どうか確認するため、区役所より「給付費の再請求の予定」について電話等で確認

をさせていただく場合があります。 

給付費の再請求の予定がある場合（入居実日数に変更がない、または入居実日数

に変更があるが助成額に変更がない場合）は、助成費の返還は不要ですが、助成額

の返還が発生する場合は区役所から助成対象者へ返還を求める場合があります。 

＜記載例＞ 

平成○○年○月分家賃 ５０，０００円
名古屋市グループホーム居住費助成分 ▲ ２０，０００円

・
・
・

合計 ～ 円
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※注意点２ 同一月に複数のグループホームを利用する場合 

  同じ月に、同一の助成対象者が複数のグループホームを利用する場合、原則とし  

 て月の最初に利用した事業者に助成費を支払います。 

８ 制度周知の依頼について 

 グループホーム利用者へは、別途、郵送により制度の周知を行う予定ですが(※)、

グループホーム事業者様からも、別添の助成対象者向けチラシを利用するなどし、貴

事業所の利用者に対して制度の周知・申請の案内をしていただきますよう、ご協力お

願いします。別添５ →後日、NAGOYA かいごネットに掲載します。

(※)平成 29 年 9 月にグループホーム利用実績のある、名古屋市の被保険者すべての

方に、チラシ及び助成認定申請に必要な書類一式を送付予定（11 月 24 日頃）。 

９ その他 

 本制度に関する情報や各種申請書様式等は、NAGOYA かいごネットへ掲載をします

ので、ご活用ください。 

（http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/） 

事業者向け＞介護保険事業者の指定・登録＞認知症高齢者グループホーム居住費助成 

名古屋市役所介護保険課 

TEL ０５２－９７２－２５９４ 

FAX ０５２－９７２－４１４７ 

こちらに掲載予定 
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Q：「預貯金等」には、どのようなものが含まれますか。また、どのように確認するのでしょ

うか。 

A:以下の表のとおりです。 

※負債（借入金・住宅ロー

ンなど）は、預貯金等から

差し引いて計算します。

（借用証書などで確認） 

また、価格評価は、申請

日の直近 2 カ月以内の写

し等により行います。 

※預貯金等に含まれない

もの 

・不動産(家屋・土地など) 

・生命保険、自動車、腕時

計、宝石など時価評価額の

把握が難しい貴金属など 

・絵画、骨董品、家財など 

Q：非課税年金にはどのようなものが含まれますか。 

A：以下の表のとおりです。 

非課税年金に含まれるもの 非課税年金に含まれないもの 

非課税年金とは、社会保険料を拠出した対価と

して日本年金機構又は共済組合等（以下「年金

保険者」という。） から支払われる国民年金、

厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・

障害年金を指し、具体的には、年金保険者から

通知される振込通知書、支払通知書、改定通知

書などに「遺族」や「障害」が印字された年金

（遺族基礎年金、障害厚生年金など）のほか、

例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺

児」と印字された年金も遺族年金として判定の

対象となります。 

左記に該当しない年金のほか、弔慰金・給付金

などは、「遺族」や「障害」という単語がついた

名称であっても、判定の対象となりません。 

預貯金等に含まれるもの 

（資産性があり、換金性が高く、 

価格評価が容易なものが対象） 

確認方法 

（価格評価を確認できる書類の入 

が容易なものは添付を求めます） 

預貯金（普通・定期） 通帳の写し 

（インターネットバンクであれば

口座残高ページの写し） 

有価証券（株式・国債・地方債・社

債など） 

証券会社や銀行の口座残高の写し 

（ウェブサイトの写しも可） 

金・銀（積立購入を含む）など、購

入先の口座残高によって時価評価額

が容易に把握できる貴金属 

購入先の口座残高の写し 

（ウェブサイトの写しも可） 

投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口

座残高の写し 

（ウェブサイトの写しも可） 

タンス預金（現金） 自己申告 

参考 
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(第８号様式）

（宛先）名古屋市　北　区長

１　被保険者

～以下は、認知症高齢者グループホーム事業者が記載してください。～

２　認知症高齢者グループホーム事業者

事業者の所在地・名称
(法人所在地）　　〒　460 －　8508

(法人名及び代表者名）

印

３　家賃・光熱水費の金額

家賃・光熱水費の金額について、付記すべき事項があれば記載してください。
（特別な居住費の設定をしている場合など、上記項目に記載できない場合に記載してください）

(注意事項）
※記載事項、押印欄にもれがないか確認のうえ、提出してください。
※助成対象となる方が、保険料滞納により償還払い化の措置を受けている場合については、この様式で
はなく、第4号様式「名古屋市認知症高齢者グループホーム家賃等利用者負担額確認書」を使用して
ください（記載していただく内容に変わりはありません）。

(提出先）
助成対象となる方の、住所地の区役所福祉課または支所区民福祉課へ提出してください。

平成　２９　年　１２　月　○○　日

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号

株式会社　○○　　　代表取締役　名古屋　～

電話番号　　052-972-2594

事業者（受任者）

家賃 　月額　□　日額　　　　　６０，０００　　　　　　　　　　　　円

グループホーム　○○○○

事業所番号 2

光熱水費 　月額　□　日額　　　　　１５，０００　　　　　　　　　　　　円

上記の家賃・光熱水費が
適用される年月日

平成　３０　年　１　月　１　日

0 0 0 0 0

事業所名

3 9 1 0

4 51 2 3 6 7

被保険者（委任者）氏名 名古屋　○○　　　　　　　　　　　　　印

名古屋市認知症高齢者グループホーム家賃等利用者負担額確認書（兼受領委任申出書）

　私が利用する認知症高齢者グループホームの家賃等負担額は下記のとおりです。
また、助成費の請求及び受領については、下記事業者に委任します。

被保険者番号 1 0 0

記載例

必ず法人代表者印を
押印してください。

助成対象者の住所地の区を記載

押印が必要です。

別添１

記載した家賃・光熱水費が適用される日(グループホーム入居日または家賃・光熱水費を
変更する（した）日など)を記載してください。
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(第１１号様式）

（宛先）名古屋市長 平成 ２９　年　１２　月　○○　日

１　依頼人

（注）必ず押印してください。

２　振込先

銀　　　行 本　店

○○○○ 信用金庫 ○○○○ 支　店

組　　　合 出張所

３　サービス事業所

(注意事項）
※すべての項目に記載をし、名古屋市役所介護保険課へ提出してください。
※口座振替依頼書を提出後、内容に変更があった場合は、再度、名古屋市役所介護保険課へ
口座振替依頼書を提出してください。

(提出先） 名古屋市役所介護保険課
〒４６０－８５０８　名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 TEL　052-972-2594

FAX　052-972-4147

事業所代表者氏名 管理者　○○　○○

事業所の所在地

　　〒　460 －　8508

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　052-972-2594

株式会社　○○○○　代表取締役　名古屋～

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　○○○○　ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ　ﾅｺﾞﾔ～

0 0 0 0

事業所名 グループホーム　○○○○○○

7

フ　リ　ガ　ナ

口座名義人

事業所番号 2 3 9 1 0 0

1 2 3 42 3 5 6

口　座　番　号

金融機関
コード

1 2 3 4
店舗

コード
1

依頼人(代表者)氏名 　　　　　　代表取締役　名古屋　～　　　　　　　　　　　印

法人の所在地

　　〒　460 －　8508

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　052-972-2594

種目 1　普通預金　　　2　当座預金

名古屋市認知症高齢者グループホーム居住費助成　口座振替依頼書

　名古屋市認知症高齢者グループホーム居住費助成制度に基づく助成費は、下記の口座への振込を依
頼します。

法人名 株式会社　○○○○

フリガナ ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ　ﾅｺﾞﾔ～

必ず法人代表者印を
押印してください。

記載例 別添２

事業者（法人）の口座ではなく、事業所の口座等に振り込む場合は、別
途委任状の提出が必要です。
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委  任  状

私は、都合により   グループホーム○○  管理者□□ ◇◇   を代理人と定め、

下記の権限を委任します。 

記

１ 名古屋市認知症高齢者グループホーム居住費助成制度に基づく助成費の請求および受領に関

する事項

委任期間  平成 ３０ 年 １ 月 １ 日から

追って本委任状を解除する場合には、双方連署のうえ届出のない限りその効力のないことを

誓約します。

委任者 法人の所在地及び名称

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 株式会社 ○○

    法人代表者職氏名

代表取締役 ◇◇ □□                      印  

上記委任の件、承諾しました。

受任者 事業所の所在地及び名称

名古屋市北区清水四丁目１７番１号 グループホーム○○

    事業所代表者職氏名

管理者 □□ ◇◇                       印  

（あて先）

  名古屋市長

事業者 

代表者印 

事業所 

代表者印 

別添３ 
記載例 
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(第９号様式）

(宛先）名古屋市長

１　利用者

２　申請者（事業者）

事業者の所在地・名称
(法人所在地）　　〒　460 －　8508

(法人名及び代表者名）

印

(注意事項）
※支給申請書は、グループホームごと、サービス提供年月ごとに作成してください。
※支給申請書は、サービス提供の翌月末日までに名古屋市介護保険課まで提出してください(郵送可）。
（月遅れ請求になる場合は、介護報酬を請求する月にあわせて支給申請書を提出してください）。

(提出先） 名古屋市役所介護保険課指導係
〒４６０－８５０８　名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 TEL　052-972-2594

FAX　052-972-4147

事業者

平成　３０　年　２　月　○○　日

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号

株式会社　○○　　　代表取締役　名古屋　～

電話番号　　052-972-2594

0 0 0 0 0

事業所名 グループホーム　○○○○

事業所番号 2 3 9 1 0

日 円

合計(請求額） ５０，０００円

1000000002 東海　○○ ５ 日 １０，０００円

日 円

1000000000 名古屋　○○ ３０ 日 ２０，０００円

1000000001 愛知　○○ ３０　日 ２０，０００円

名古屋市認知症高齢者グループホーム居住費助成費支給申請書(事業者用）

　次の利用者にかかる　平成　３０　年　　１　　月分の名古屋市認知症高齢者グ
ループホーム居住費助成費について、下記のとおり申請します。

被保険者番号 　利用者氏名 利用日数 居住費助成額

記載例

法人代表者印を押印し
てください。(注）

居住費助成額は、上限を超える場合は20,000円を、超えない場合
はその金額を記載してください（計算方法に注意してください）

別添４

（注）あらかじめ委任状を提出している場合は、受任者欄に記

載した住所・氏名および印鑑を使用してください。
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○名古屋市では、平成 30 年 1 月から、認知症高齢者グループホームを利用する一定の所得

要件等を満たす方に対して、居住費助成制度を開始します。 

本制度の対象になるのは、名古屋市の被保険者で、認知症高齢者グループホームを利用し

ている、以下の①～③のすべての要件に該当する方です。 

所得要件 

①市町村民税非課税世帯で、②本人の前年の合計所得金額と公的年金等の収入

額及び非課税年金収入額の合計が 80 万円以下であること 

※別世帯に配偶者がいる場合は、その配偶者も市町村民税非課税であること 

資産要件 ③預貯金等が一定額以下（単身で 1,000 万円、夫婦で 2,000 万円）であること

月額 20,000 円（上限） 

平成 30 年１月分以降の、認知症高齢者グループホームにかかる居住費（家賃・光熱水費）

に対して助成します。 

助成を受けようとする方は、あらかじめ住所地の区役所福祉課または支所区民福祉課へ

申請を行い、助成認定証の交付を受けることが必要です。また、申請の際には以下の書類等

を提出してください。 

ア 名古屋市認知症高齢者グループホーム居住費助成認定申請書 

イ 金融機関等への調査にかかる同意書（アの裏面） 

ウ 預貯金額等内訳書 

エ 家賃等利用者負担額確認書（兼受領委任申出書） 

オ 預貯金通帳等の写し 

※平成３０年１月分から助成を受ける場合は、１月末日までに申請が必要です。 

 助成の対象となる方は、利用するグループホーム事業者にあらかじめ助成認定証を提示し、

本制度による助成費分を差し引いた金額をグループホーム事業者へ支払ってください。 

後日、名古屋市からグループホーム事業者へ助成費を支払います。 

対象となる方 

認知症高齢者グループホーム居住費助成がはじまります

助成費 

申請方法 

助成方法 

別添５ 
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本制度に関するお問い合わせは、住所地の区役所福祉課または支所区民福祉課へおたずね

ください。 

●千 種 区 役 所            ＴＥＬ ７５３－１８３４ ＦＡＸ ７５１－３１２０

●東 区 役 所            ＴＥＬ ９３４－１１９３ ＦＡＸ ９３６－４３０３

●北 区 役 所            ＴＥＬ ９１７－６５３２ ＦＡＸ ９１４－２１００

●北 区役所 楠 支所  ＴＥＬ ９０１－２２６９ ＦＡＸ ９０２－１８４３

●西 区 役 所            ＴＥＬ ５２３－４５９７ ＦＡＸ ５２１－００６７

●西 区役所山 田支所  ＴＥＬ ５０１－４９７５ ＦＡＸ ５０４－７４０９

●中 村 区 役 所            ＴＥＬ ４５３－５３６６ ＦＡＸ ４５３－８２３２

●中 区 役 所            ＴＥＬ ２６５－２３２１ ＦＡＸ ２４１－６９８６

●昭 和 区 役 所            ＴＥＬ ７３５－３９１３ ＦＡＸ ７３１－８９００

●瑞 穂 区 役 所            ＴＥＬ ８５２－９３９４ ＦＡＸ ８５１－１３５０

●熱 田 区 役 所            ＴＥＬ ６８３－９４０５ ＦＡＸ ６８２－０３４６

●中 川 区 役 所            ＴＥＬ ３６３－４４１９ ＦＡＸ ３５２－７８２４

●中川区役所富 田支所  ＴＥＬ ３０１－８３７６ ＦＡＸ ３０１－８６６１

●港 区 役 所            ＴＥＬ ６５４－９６９２ ＦＡＸ ６５１－１１９０

●港 区役所南 陽支所  ＴＥＬ ３０１－８３４５ ＦＡＸ ３０１－８４１１

●南 区 役 所            ＴＥＬ ８２３－９４１１ ＦＡＸ ８１１－６３６６

●守 山 区 役 所            ＴＥＬ ７９６－４６０５ ＦＡＸ ７９３－１４５１

●守山区役所志段味支所  ＴＥＬ ７３６－２１９２ ＦＡＸ ７３６－４６７０

●緑 区 役 所            ＴＥＬ ６２５－３９５７ ＦＡＸ ６２１－６８４１

●緑 区役所徳 重支所  ＴＥＬ ８７５－２２０７ ＦＡＸ ８７５－２２１５

●名 東 区 役 所            ＴＥＬ ７７８－３０４５ ＦＡＸ ７７４－２７８１

●天 白 区 役 所            ＴＥＬ ８０７－３８８７ ＦＡＸ ８０２－９７２６

● お 問 い 合 わ せ ・ ご 相 談 は ● 
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４　預貯金、有価証券にかかる通帳等の写しを別添してください。「銀行名・支店・口座番号・名義」及び「最終
　　の残高（原則として申請日から２ヶ月以内の記帳が必要）」が分かる部分の両方の写しが必要です。

５　書き切れない場合は、余白に記入するか又は別紙に記入して添えてください。

電話番号

注 １　配偶者については、別居している配偶者又は内縁関係にある方を含みます。

２　虚偽の申告により不正に本助成を受けた場合には、支給された額の返還を求める場合があります。

３　預貯金等については、同じ種類の預貯金等を複数所有している場合は、その全てを記入してください。

 情報を確認されることに同意します。

平成 年 月 日

申　請　者
（被保険者）

住所

氏名

（宛先）名古屋市　　　区長

　上記のとおり、関係書類を添えて、名古屋市認知症高齢者グループホーム居住費助成認定を申請します。

 なお、認定に必要がある場合、私の市町村民税に関する課税資料（私の世帯分を含む。）及び非課税年金

内容
確認

入力
確認

①預貯金額 円
②有価証券
（評価概算額） 円

③その他
(現金・負債含む)

被保険者及び配偶
者の預貯金等に関
する申告

□ 預貯金及び有価証券等の合計額が1,000万円（夫婦で2,000万円）以下です。

※別紙「預貯金額等内訳書」の①～③の金額を、以下にご記入下さい。

円

内容
確認

入力
確認

電話番号（　　）
課税状況 市町村民税　　　　　　　　　　　課税　　　　　・　　　　　非課税

配偶者の有無 有 ・ 無 左記において「無」の場合は、以下の「配偶者に関する事項」については、記入は不要です。

配
偶
者
に
関
す
る
事
項

フリガナ

生年月日 明・大・昭　　 年 　　月 　　日
氏名

同居・別居の別 同居　・　別居
左記において「同居」の場合は、以下の「住所」については、
記入は不要です。

住所

〒

電話番号（　　）

1月1日現在の住
所（※現住所と
異なる場合）

〒

入居年月日 平成　　　　年　　　　月　　　　日

被保険者の収入等
に関する申告

□　市町村民税世帯非課税者であって、老齢福祉年金を受給しています。
□　市町村民税世帯非課税者であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金（遺族年金※・障害年
　金）収入額の合計額が年額80万円以下です。　　　　　　　　　     （受給している年金に○印をつけてください。）

　※　遺族年金については、寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

内容
確認

入力
確認

住所

〒

電話番号（　　　）

入居した認知症高
齢者グループホー
ムの所在地及び名

称

〒

電話番号（　　　）

生年月日 明・大・昭　　　　年　　　　月　　　　日

被保険者氏名

被保険者番号

太線の枠内だけご記入ください

名古屋市認知症高齢者グループホーム居住費助成認定申請書

フリガナ
保険者番号

印

参考資料
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裏面

＜本人＞

住所

氏名

＜配偶者＞

住所

氏名

□合計所得等８０万円超過

係長

同　意　書

　名古屋市認知症高齢者グループホーム居住費助成認定のために必要があ
るときは、官公署、年金保険者又は銀行、信託会社その他の関係機関（以
下「銀行等」という。）に私及び私の配偶者（内縁関係にある者を含む。
以下同じ。）の課税状況並びに保有する預貯金及び有価証券等の残高につ
いて、報告を求めることに同意します。
　なお、貴市　　区長の報告要求に対し、銀行等が報告することについ
て、私及び私の配偶者が同意している旨を銀行等に伝えて構いません。

平成 年 月 日
（宛先）名古屋市 区長

担当

　適用年月日 平成　　　年　　　月　　　日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　起案

　決定年月日 平成　　　年　　　月　　　日 決　　　　裁 課長

平成　　　　年　　　　月　　　　日　決裁

区役所処理欄

表面申請について次のように決定してよろしいか

決
定
区
分

該当 非該当 受付 入力処理

□世帯分離配偶者課税

□預貯金等限度額超過
　⇒□単身超過　□夫婦超過

□老福受給＋世帯非課税

□世帯課税（同一世帯内）□世帯非課税
　＋合計所得等８０万円以
下
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被保険者氏名

【①預貯金】

有　・　無

銀行名

小計 Ａ

小計 Ｂ

【②有価証券】

有　・　無

会社名・銀行名

小計 Ｃ

小計 Ｄ

【③その他】

有　・　無

内　容

小計 Ｅ

小計 Ｆ

※注意事項
○　被保険者本人及びその配偶者が保有する全ての通帳等の金額を記載してください。
○　書ききれない場合は別紙等に記入してください。

預貯金額等内訳書

被保険者番号

預貯金の有無
左記において被保険者本人、配偶者ともに「無」の場合は、以下の「預貯金に関する事項」につ
いては、記載不要です。

預
貯
金
に
関
す
る
事
項

名　義 金額（円）

本
人

被
保
険
者

配
偶
者 ①合計金額

（円）
：Ａ＋Ｂ

有価証券の有無
左記において被保険者本人、配偶者ともに「無」の場合は、以下の「有価証券に関する事項」に
ついては、記載不要です。

有
価
証
券
に
関
す
る
事
項

名　義 金額（円）

本
人

被
保
険
者

配
偶
者

その他の有無
左記において被保険者本人、配偶者ともに「無」の場合は、以下の「その他に関する事項」につ
いては、記載不要です。

②合計金額
（円）
：Ｃ＋Ｄ

そ
の
他
に
関
す
る
事
項

名　義 金額（円）

本
人

被
保
険
者

配
偶
者

③合計金額
（円）
：Ｅ＋Ｆ

○　預貯金等の具体例については裏面の「預貯金等の一覧」を参照してください。

合計金額（Ａ～Ｆの和）
内　訳

本人合計（Ａ＋Ｃ＋Ｅ） 配偶者合計（Ｂ＋Ｄ＋Ｆ）
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